
事業名 取組状況 成果 課題 担当課

人権文化醸成
事業

男女の悩みごと相談窓口を
開設し、夫婦間、家庭での人
間関係等の不安や心の悩み
に関する相談対応を行った。
（関連相談件数：43件（女性
分抽出））

相談者の話を傾聴し、内容
から県立男女共同参画セン
ターや滋賀弁護士会等の専
門機関と連携し、紹介するこ
とにより、相談者の不安や悩
みの解消に繋がった。

同じ方からの心の悩み相
談が増加し、傾聴にとど
まり、具体的な対応や専
門機関へつなげないケー
スもある。

人権推進課

放課後児童ク
ラブ支援事業

放課後及び長期休暇時にお
いて、仕事等の理由により保
護者が監護できない児童を
対象に児童クラブの運営を
行った。（市内19か所）

施設の修繕等の実施、児童
クラブに従事する支援員の
資質向上を図るなど、保育
環境の充実を図ったことによ
り、安全・安心な利用につな
がった。

利用者の増加に対応する
ための施設整備と併せ
て、多様化する保護者の
ニーズに合わせた児童ク
ラブの運営をしていく必要
がある。

子育て政策
課

各子育て支援
センター運営
事業

「おとうさんとオープンルー
ム」の開催。
甲賀・信楽が交互に隔月
開催し、水口は毎月開催
を行った。

父親の育休取得が増えて
おり、支援センターの利用
は多くなっている。オープ
ンルームへの参加が利用
のきっかけになった方も多
い。

母親に比べ、父親の支
援センター利用は少な
い。親子で過ごせるひ
ろば、相談できる場所
であることを、引き続き
周知していく必要があ
る。

子育て政策
課

ワーク・ライ
フ・バランス推
進事業

市内企業に対しイクボス
宣言の普及促進を行うと
共に、ワーク・ライフ・バラ
ンスや女性活躍推進の主
体的な取組を支援した。

キックオフ講演会に市内
企業延べ49社、イクボス
KOKAネットワークセミナー
に11社参加。
イクボス宣言企業：111社
（累計）
イクボスKOKAネットワーク
企業：18社（累計）

ワーク・ライフ・バランス
や女性活躍推進につい
て取り組む企業を増や
すために啓発を行う必
要がある。 商工労政課

女性の起業・
キャリアアップ
支援事業

・市内で起業をめざす、ま
たは起業している女性を
対象に個別相談を実施し
た。
・起業女性が学び・つなが
る場として、セミナーと交
流会を実施した。
・地域クラウド交流会で、
地域でのビジネスマッチン
グを行った。
・子育て中の女性を対象
に、資格取得にかかる経
費の補助を行った。

・「起業」という働き方の普
及促進と、市内で起業した
い、起業している女性の
様々な不安を解消し、起
業へのモチベーションの向
上と起業女性の事業継続
を支援し、地域活性化を
図った。
・起業したい女性や働きた
い女性など、同じ悩みや
思いを持つ仲間との交流
の場を提供し、女性の起
業、キャリアアップ、キャリ
ア継続を促進につながっ
た。
・子育て中の女性を対象
に、再就職や雇用形態の
転換の支援を行った。
　交付決定：９人

・起業段階に寄り添っ
た伴走支援が必要であ
る。また、学び、繋がる
場として「KOKA－
COMACHI会」の定期的
な開催を検討する必要
がある。
・制度の一部改正の内
容の周知と利用促進が
必要である。 商工労政課

女性の人権

主な取組
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ＤＶ防止支援
事業

DVに関する相談に対し、
中央子ども家庭相談セン
ターや警察等の関係機関
と連携し協力した。警察に
対して「不受理の申し出」
の手続きを依頼する等連
携した。
〈相談の約束事〉を見ても
らい安心して話ができる環
境を整えた。関係機関との
調整を行った。
デートＤＶ防止に関する
リーフレットを２０歳のつど
い参加者に配布し、啓発
を行った。

女性相談支援員を配置し
ていることで、県とのス
ムーズな連携が図れ、相
談がスムーズにできた。他
県との連携も行うことがで
きた。
２０歳のつどい参加者に啓
発ができた。（約700人）

相談支援員のスキル
アップが必要。電話相
談について、現在は児
童の相談と一緒である
ため、相談をためらわ
れる場合も考えられる
ので、専用ダイヤルが
必要と思われる。
若年層へのＤＶやデー
トＤＶについて周知が必
要です。

家庭児童相
談室
商工労政課

・ワーク・ライフ・バランスの推進を図るとともに、父親向けの子育て支援事業を拡大し徐々に参加者数が増えてい
る。今後は、事業の広報の方法を検討する必要がある。
・市内企業・事業所に対し、女性従業員のキャリアアップ支援を行うことで、女性の雇用の安定および管理職登用
の促進を図ったが、女性の管理職登用割合は国・県を下回っている。ハローワーク甲賀内に、マザーズコーナーが
設置されたため、マザーズ就労相談事業は廃止したが、引き続き女性活躍推進のためお仕事フェアを開催するな
ど女性の就労支援を実施した。今後、デジタルスキルなど能力開発も必要である。
・ＤＶ被害等の相談窓口について、相談の対応を行ったが、相談窓口の認知度が低く、また相談しやすい環境づく
りが必要である。

総 括



事業名 取組状況 成果 課題 担当課

人権教育啓
発事業

保護者団体等人権・同和
教育推進事業として40件の
事業に対して補助すること
ができた。（R4：34件）

従来の集会での啓発活動
に加えて本を使った親子活
動など、校園で実情にあっ
た啓発活動ができた。

引き続き補助事業の告知
を行い、実施数の増加をめ
ざしたい。

人権推進課

こどものいじ
め問題対策
事業

いじめ問題対策連絡協議
会およびいじめ問題対策委
員会を開催し、いじめの未
然防止および事案対応に
ついて協議を行った。

いじめ等の生徒指導上の
問題事案における未然防
止や早期対応について協
議し、各校に伝達すること
ができた。

各校における解決に向け
ての教職員の資質の向
上。 学校教育課

学習支援事
業

９教室を開催し、「生きる
力」や「規則正しい生活習
慣」を身に付けること及び
「居場所づくり」を行い、「負
の連鎖」による将来の生活
困窮の解消を図れるよう実
施。参加登録人数：75人
（ひとり親家庭割合：75%）

教室への送迎、食事の提
供等により、参加するこど
もたちにとっての「居場所」
となっている。
夏休み期間中、宿題や課
題に取り組む学習支援臨
時教室を２日間実施。
支援が必要と思われる家
庭に定期的に訪宅を行っ
た。

支援が必要なこどもが参加
できるように関係機関との
連携が必要である。
また、保護者と支援員の関
係づくりのため訪宅も行っ
ているが、保護者と会えな
い家庭へのアプローチが課
題である。

生活支援課

子ども家庭
支援ネット
ワーク事業

緊急受理会議の際、緊急
度アセスメントシートを使用
し緊急度を図りながら児童
相談所と連携を行った。

共通のツールを使用し、迅
速な保護へとつながった。

同じツールを使用する中で
も機関により緊急度の取り
方にズレがあり、意見の相
違があることがあった。

家庭児童相
談室

公民館事業
(夢の学習、
あそびのひ
ろば)

子育て支援事業として、生
活・文化体験学習、自然体
験学習、伝統文化体験学
習など合計485回実施し
た。

実施回数としては、令和４
年度の526回実施には、い
たらなかったが、保護者同
士の交流や他校の子ども
同士の交流が生まれた。

発達段階に応じた学習とし
ての適切な備品の提供な
ど。

社会教育ス
ポーツ課

＜参考＞

こどもの人権

主な取組

児童虐待相談件数　（家庭児童相談室） 単位：件

令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

新規 256 399 388 405 585

継続 301 260 284 184 182

身体的虐待 189 215 171 130 191

ネグレクト 125 159 195 211 285

心理的虐待 236 282 301 245 289

性的虐待 7 3 5 3 2

計 557 659 672 589 767

新規・継続の
別

虐待種別



・いじめや虐待などのこどもの人権に関する問題について、研修会の開催が再開されるとともに、書籍を通じて啓発を進
めることができた。
・生活困窮等により支援が必要なこどもに対する学習支援では「居場所づくり」ができ、生活の落ち着きへとつなげられ
た。今後は、関係機関との連携により、保護者に面会できず支援できていない家庭に対する取り組みが必要である。
・児童虐待に関する電話相談では、早期の対応が児童虐待の予防や重症化予防につながっているが、機関により緊急
度の認識にズレがある事例もある。
・ヤングケアラーへの支援として、相談専用ダイヤルの開設やヤングケアラーコーディネーターを配置し、関係機関へ繋
げるよう対応している。

総 括



事業名 取組状況 成果 課題 担当課

高齢者虐待防
止事業

高齢者虐待検討会議は、25
回開催し事例について検討し
た。

高齢者虐待検討会議におい
て、緊急性の判断と虐待の判
断、虐待の対応等について検
討を行った。また、高齢者の生
命や身体への危険性が高い
ケースについて、長寿福祉課
において老人福祉法に基づく
措置の要否を判断し、高齢者
への対応を依頼。措置件数 5
件

養護者への介入や精神
疾患を持っている本人、
養護者などへの対応で苦
慮することがある。

長寿福祉課

権利擁護事業

市内5箇所の地域包括支援セ
ンターで、成年後見制度や消
費者被害についての相談対
応を行った。市内事業所向け
に虐待防止の研修会を行っ
た。

成年後見制度の利用支援
や地域権利擁護事業、成年
後見センターぱんじーへの
相談につなげることで、本人
の権利を守る支援ができ
た。

事業所向けの研修は行っ
たが、地域への啓発へ出
向く機会が少なかったた
め、計画的に虐待防止や
消費者被害防止などの啓
発する機会を設ける必要
である。

長寿福祉課

在宅福祉支援
事業

要介護状態や低所得の高齢
者に対し、様々な助成や支援
を行った。

高齢者が住み慣れた地域
で在宅での生活を安心して
続けるために、現状やニー
ズに応じた対応ができるよ
う、事業を実施した。

公的支援だけでなくイン
フォーマルサービスの充
実や情報提供が必要。

長寿福祉課

地域包括支援
センター運営
事業

市内5箇所の地域包括支援セン
ターと委託居宅介護支援事業所
が高齢者の社会参加や閉じこも
りなど様々な相談に応じた。ま
た、地域の関係者や関係機関と
ネットワークを構築し、高齢者の
孤立防止に向けた取組を行っ
た。全体相談件数計 2,596件

サービス事業所や医療機
関、社会福祉協議会、民生
委員、地域住民等の関係者
や関係機関と連携し、相談
者の課題解決につなげる事
ができた。

相談につながらないケー
スや早期に関われていな
いケースがある。

長寿福祉課

公民館事業(シ
ルバー大学・
夢の学習)
あいこうか生
涯カレッジ

シルバー大学は昨年度同様
クラブ活動のみ実施した。
夢の学習は、新たな講座を開
設した。
あいこうか生涯カレッジは、全
13回講座を実施した。

シルバー大学の開講式は
開催しなかったが、予定して
いた講座は開催して学習成
果があがったとともに仲間
づくりに寄与できた。
夢の学習では、健康寿命を
啓発できた。
生涯カレッジでは、健康維
持にかかわる講義と実技を
実施した。

シルバー大学は、新規受講
者が増えないことや、講座
開催を維持するにあたり指
導者の人材確保が課題で
ある。
生涯カレッジは、ｺﾛﾅ禍で休
止期間中に実行委員の更
新ができず、難しい講師の
調整など事業継続が難しく
なっている。

社会教育ス
ポーツ課

＜参考＞

・高齢者の虐待の相談や通報に対し、検討会を開催し支援を行った。誰もが住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう
に、成年後見制度の利用をはじめ、高齢者の権利擁護に向けた取り組みの充実が必要である。
・今後も要介護認定者の増加が予想されるため、高齢者が元気で生き生きとした生活が送れるように身近な地域において
介護予防につながる活動の展開が望まれる。

高齢者の人権

主な取組

総 括

高齢者虐待相談・通報件数　（長寿福祉課） 単位：件

令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

新規 79 61 42 45 50

継続 53 53 42 23 29

合計 132 114 84 68 79



事業名 取組状況 成果 課題 担当課

障害者（児）福
祉一般事務費

市民には、広報紙・HPへの掲
載、出前講座等により、障がい
への理解や啓発を行った。

基幹相談支援センターと障
がい福祉課で小学校を訪
問し、出前講座を開催。
企業訪問時にチラシを送
付。
差別解消法にかかる通報
はなし。

法の施行の効果を感じてい
る障がいのある人が少なく、
地域のあらゆる場所での障
がいのある人や障がいの特
性の理解促進、合理的配慮
を推進していく必要がある。

障がい
福祉課

就労サポーター
設置事業

障がいのある人の職場適応、
就労継続、定着を支援する就
労サポーター設置事業に対し
補助金の交付を行った。

障がいのある人に対する直
接支援、および企業との連
携により就労の定着が進ん
だ。

障がいのある人が必要とする
支援は多岐にわたり、就労を支
援する者の人材育成は重要な
課題であるが、現在福祉人材
が減少傾向にあり、人材確保が
課題である。

障がい
福祉課

障害者（児）活
動支援事業

日中一時支援認定者127人、利用総日
数652人
障がいのある人やその家族などの相
談支援、地域生活に関する情報の提
供、関係機関との連携について業務委
託を行った。（甲賀圏域事業）
・相談支援センターろーぶ（身体障が
い）　延べ相談件数　3,468件
・生活支援センターしろやま（精神障が
い）
　延べ相談件数　2,883件　サロン 276
回
・甲賀地域ネット相談サポートセンター
（知的障がい）延べ相談件数　2,018件

福祉サービスの利用や健康・
医療、就労など多岐にわたる
相談・問い合わせに対応し、
相談者の不安解消、実際の
サービス利用につながった。

日中一時支援事業所が市内に
3か所しかなく増やしていく必要
がある。
障がいのある人が必要とする
支援は多岐にわたることから、
相談員等の人材育成は重要課
題である。

障がい
福祉課

相談支援事業

こどもに発達の特性があり、育
てにくさを感じている保護者に
対する、子育て相談を行った。
実相談者数：幼児　384人、小
学生　244人、中学生　91人

発達に特性のあるこどもとの
関わりについて個別に相談を
することで、その子の特性に
合った関わりがもて、保護者
の子育てに対する不安を和ら
げることができた。

継続的な相談が必要なケー
スもあり、他課、他機関との
連携が必要なケースも多
い。

発達支
援課

障害者虐待防
止ネットワーク
事業

ネットワーク会議　1回
虐待対応検討会議　1回
研修会　1回

通報件数は前年度と大
きな増減はなかった。
講師を招き、事業所向け
に虐待に関する研修を対
面で開催できた。(100名
参加)

事実確認が困難なケース
が多く、迅速なコア会議の
開催ができなかった。

障がい
福祉課

＜参考＞

障害者差別解消法について、法施行の効果を障がいのある方が実感できるよう、市民と職員双方に向けて、障がい
の特性の理解促進や合理的配慮のための更なる啓発を進めていく必要がある。また、支援者や相談員等の人材育
成が課題である。

障がいのある人の人権

主な取組

総 括

障害者手帳所持者数　（障がい福祉課） 単位：人

令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

3,637 3,499 3,492 3,405 3,432

1,093 1,149 1,187 1,233 1,283

635 660 695 759 835

5,365 5,308 5,374 5,397 5,550

身体障害者手帳

療育手帳

精神障害者保健福祉手帳

合計



事業名 取組状況 成果 課題 担当課

人権教育啓発
事業

市人権教育推進協議会と連
携し、協議会発行の啓発紙
において、９月の同和問題
啓発強調月間にあたり啓発
を行った。また、啓発物品を
公共施設の窓口に設置した
ほか、人権ミニフェスタ来場
者に配布した。

啓発紙の全戸配布によ
り、市内のほぼ全世帯に
対し周知できた。

人権教育連続セミナー等
の開催にあたって、参加
者を増やすことの検討が
必要

人権推進課

人権文化醸成
事業

不動産差別解消に特化した
啓発物は配布していない
が、同和問題について啓発
紙による啓発を実施した。

差別の解消について、啓発
することができた。

効果的な啓発を図る必要が
ある。

人権推進課

授業や学習会
等による学習・
啓発

基底プランに即した人権学
習の授業実践。

人権学習を通して、児童生
徒の人権感覚を高めること
ができた。

児童生徒の実践的態度の具
現化。

学校教育課

各地域総合セ
ンター運営事
業

各地域総合センターが、
身近な相談機関として機
能した。

地区住民の福祉の向上や
住民相互の交流促進につ
ながった。

相談内容が就労・教育から福
祉へ変化し、相談に的確に応じ
るためには、地域総合センター
職員のスキルアップが必要で
ある。

人権推進課

就労相談事業

関係機関と連携して対応
した。
相談者があれば、甲賀公
共職業安定所や関係機関
など必要とされる機関へ
の取次ぎを行った。

甲賀公共職業安定所や関
係機関などへの相談と就
労支援ができた。

適切な連携のために関係
機関との情報の共有に努
める。

商工労政課

人権文化醸成
事業

えせ同和行為のみに特化した
ことは実施できていないが、成
人の集いに啓発物による相談
先の紹介を行った。

成人の集いにおいて700
人を超える参加者に啓
発・案内チラシを配布する
ことができた。

よりよい啓発方法につい
て検討していく必要があ
る。

人権推進課

・同和問題について、久しぶりに街頭啓発やセミナーの開催できた。今後も正しい知識の共有という観点から啓発活動
を進めていく。
・生活支援や就労に関する相談に対して、研修の継続により相談員のスキルアップによる的確な対応と、各種機関と連
携した支援が必要である。

同和問題

主な取組

総 括



事業名 取組状況 成果 課題 担当課

避難行動要支援
者支援事業

・緊急情報伝達システム
の多言語対応機能の運
用。
・災害時多言語情報セン
ター訓練への参加(国際
交流協会)

要配慮者や多様な人々がと
もに生活する意識を共有し、
避難所内のレイアウトや
ルール作りを考え、避難者
にとってより過ごしやすい避
難所運営に活用することも
踏まえて避難所運営マニュ
アルの改定をした。

・緊急情報伝達システム
の登録者数を増加させた
い。平時から避難所運営
マニュアルに沿った訓練
等を実施する中で、さらに
改善点等の見直しを行っ
ていく必要がある。

危機管理課

国際化推進事業
窓口対応件数8,558件
行政手続きにかかる対応
が大半

他課と連携を取りながら、
来訪者の対応ができた。
市役所で対応できない相
談については、適切な機
関を案内できた。

手続きにかかる通訳と、
相談にかかる通訳の区別
がなされていないため、市
民の相談に対する市政へ
の反映ができていない。

生活環境課

国際交流協会運
営補助事業

多言語情報センター設置
訓練の実施（11/19総合
防災訓練内）
多文化防災訓練の実施

外国人市民参加者22名
総合防災訓練：日本人参加者
が外国人市民とやさしい日本
語を使うと外国人市民と簡単に
対話が図れることを実感した。
多文化協防災訓練：地域住民
に防災グッズを準備いただき、
国籍を問わず防災について関
心を示すことができた。

防災に対する危機感や、他人
事でない当事者意識の醸成が
必要である。多文化共生社会
を推進していくには、日本人と
の普段のお付き合いをベース
に、相互扶助の精神が根付くよ
う、地域との関わりが防災対策
につながることの意識づけが必
要。

市民活動推
進課

人権教育啓発事
業

市発行の啓発紙のテーマの
一つに多文化共生に関わる
項目を入れ、人権尊重のま
ちづくりリーダー研修などで
話し合いを促した。

多文化共生に関する啓発
を推進できた。

外国人に対する偏見の根
底には思い込みや不安な
どが考えられ、より一層の
啓発と交流の促進が課題
である。

人権推進課

＜参考＞

・さまざまな国籍の市民が安全に避難できるように、防災訓練を実施した。
・外国人市民の意見を市政に反映させるための取り組みや、多様性が尊重される共生社会の実現に向けた更なる取り
組みが必要である。

外国人の人権

主な取組

総 括

国籍・地域別外国人数　（市民課） 単位：人

令和元年度 令和２年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

ブラジル 1,483 1,514 1,670 1,717 1,714

中国 398 377 275 288 289

フィリピン 354 353 345 340 349

ペルー 338 345 357 373 356

韓国・朝鮮 223 210 205 192 187

ベトナム 570 663 708 918 1,079

その他 386 358 325 451 569

合計 3,752 3,820 3,885 4,279 4,543



事業名 取組状況 成果 課題 担当課

人権教育啓発
事業

市人権教育推進協議会と連
携し、協議会発行の啓発紙
において、ネット上での部落
差別について啓発を行った。

啓発紙の全戸配布によ
り、市内のほぼ全世帯に
対し周知できた。

ネット上での差別について
具体的に考える機会を設
定するなど、より一層の啓
発と交流の促進が課題で
ある。

人権推進課

子どものいじめ
問題対策事業

スマホ啓発資料の小中学
校児童生徒全家庭への配
布及び、防犯やネット犯罪
防止等のためi-filterによ
る管理をした。

SNS等インターネットにおけ
るトラブル回避について啓発
することができた。またi-
filterで発覚した児童生徒へ
の働きかけができた。

主体的な実践力の向上。

学校教育課

事業名 取組状況 成果 課題 担当課

人権教育啓発
事業

市発行の啓発紙のテーマ
の一つに性的マイノリティ
の方の存在を念頭に置き
たい項目を入れ、人権尊
重のまちづくりリーダー研
修などで話し合いを促し
た。

性的マイノリティの人々に
関する理解と啓発を推進
できた。

より一層の啓発と理解の
促進が課題である。

人権推進課

人権教育啓発
事業

人権尊重のまちづくりセミ
ナーとして9月から1月にか
けて5回、集会方式の講演
会・映画会をもつことがで
きた。内1回は期間限定の
WEB配信を併用すること
ができた。

第一回セミナーとして行っ
た市人権教育研究大会も
含めると集会で延べ465人
の参加を得ることができ
た。また、WEB閲覧数は
476回を数えた。

開催周知に工夫の余地が
ある。時期、場所、方法に
でき得る工夫を重ね、啓発
のニーズとつなぎたい。

人権推進課

・啓発紙等において、ネット上の部落差別問題を取り上げ、多くの方に啓発を行った。
・スマートフォンの普及に伴うインターネット利用者の低年齢化に対して、全年齢を対象とした取り組みとともに、特に低
年齢層を対象とした啓発も行った。
・今後は、他機関とも連携し、インターネットに関連した様々な人権問題について情報収集を行うとともに、利用者自らが
インターネット上での問題に気づけるような啓発等を進めていく必要がある。

・性的マイノリティの人々に対する偏見・差別をなくすため、広報やホームページ・２０歳のつどいでのチラシ配布など、啓
発を進めているが、市民一人ひとりが正しい理解をさらに深める必要がある。また、当事者や家族、友人などの抱える悩
みや生きづらさなどに対し支援を行うことを目的に、令和５年７月からLGBTQ+電話相談を開始した。
・その他の人権問題についても、正しい知識と理解を深めるための啓発を、時代に即した方法に変えながら続ける必要
がある。

インターネットによる人権侵害

主な取組

総 括

その他さまざまな人権侵害

主な取組

総 括


